
【資料１】

NO 課題 委員からの主な意見 対応の方向性など

・保護柵については、一部で破損箇箇所もあり、柵の内外を比較すると、内部の
一部ではイチイガシの実生も見かけられたが、内外の違いが分かりにくい、効
果が表れていないところが多い。効果を発揮できるよう定期的なメンテナンスが
重要。
・設置した保護柵の効果の検証も必要。全国的に統一的な手法で柵の効果を
モニタリングすることで全国的にも適用可能な知見が得られるようになるのでは
ないか。
・コストも考慮すると柵を維持・拡大し続けるのは難しいため、柵設置の目的に
応じ、アクセスのよい箇所で死守する柵を決めて維持していくことが現実的では
ないか。

・破損箇所については11月に都城支署により修復済。今後、台風が通過した後や稚樹の発生時期、ま
た、モニタリング調査時等に巡視・メンテナンスを行う。
・保護柵設置後の効果の検証については、保護林モニタリング調査や職員による巡視の機会を活用し
て実施していく考え。具体的には、柵を設置している各保護林について、柵の種類や形状、設置や維持
管理の履歴やコスト、柵内外の植生の状況や周辺でのシカ捕獲等に関する情報等を蓄積していくこと
でより効果的・効率的な手法の導入に活用したい。
・今後の新規設置や既設の保護柵のメンテナンスについては、上記の検証結果やその他の科学的な知
見をもとに、優先順位も判断していく考え。

・砂防堰堤建設にあたっては、人の生命財産にかかる問題なので対策は必要
だが、希少生物への配慮が必要であり、国土交通省と情報共有をしながら調整
を進めるべき。
・特にクマタカについては、九州では個体数が少なくないからといって安心して
はいけない。生息地、ペアの存在や繁殖場所の情報をしっかり調べた上で、繁
殖を阻害しない対処が必要。

・第１回委員会以降、所管換え等にかかる具体的な動きはなく、現在国土交通省において当該砂防堰
堤の詳細設計を進めているところ。今後も国土交通省との調整状況について保護林管理委員会とも情
報共有をしつつ所管換えに対応していく考え。
・特に、クマタカの生息状況等については、繁殖活動に影響がないよう、国交省に対して事前・事後の
調査や工事への配慮が適切に行われるよう要請する。

2
重点的対策実施１７保護
林に関する対策予定につ
いて

・植生保護柵については、方形柵でなく円形に近い多角形にしたほうが、同じ長
さで広範囲を保護できるため、形状についても検討すると良い。
・保護林周辺での捕獲計画について、計画の有無だけではなく、捕獲の目標頭
数などの規模感を示すことにより、効果の評価や予測ができるようにすべきで
はないか。
・植生保護柵設置状況一覧表についても、総延長だけでなく箇所数や補修履歴
などを記録・保管し、柵の在りようがわかるようにするべき。

・柵の設置をする箇所や効率的な柵の設置方法については、他の地域での効果的な事例などの
科学的な知見やコスト等を勘案して設置を進めるよう、森林管理署と調整を行う考え。
・目標頭数の設定については、各地域での生息密度や捕獲実績等を踏まえた目標設定を行うこ
とが望ましいが、現状では十分なデータが得られていないため、環境省や関係県に協力を求め
ているところ。
・植生保護柵設置状況一覧表については、現況や補修の状況を改めて確認したところ、保護林
モニタリング調査時以外は記録が整理されていないため、今後の新規設置や維持管理にかかる
記録を各署共通の手法で行えるよう関係署に指示する予定。

【全体】
・希少種の種数の記載について、環境省や県など、どのレベルでの指定なのか
明確にするべき。

【全体】
・枯死等の状態の変化について、因果関係がわかるような表現にすべき。ま
た、具体的にイメージができるよう、報告書に記載された数値を用いるべき。

【全体】
・「保護・管理及び利用に関する事項」について、誰が誰にいつ何をやるのか不
明な箇所があるため、具体的に記載すべき。

【全林】
・検討で終わる文章が多いが、保全管理の方針を書くものなので、やることにつ
いてはやると書くように修正が必要。

【御岳ツシマヤマネコ希少個体群保護林】
・御岳ツシマヤマネコ希少個体群保護林のように動物の生息地を保全するため
の保護林については、動物の現在の状況を明記し、保護林がどれだけ役割を
果たしているのか考察するべき。

令和５年度保護林モニタ
リング調査実施保護林に
係る管理方針書について
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令和６年度　第１回 保護林管理委員会等における意見概要と対応について

1
霧島生物群集保護林に
おける現地検討等での意
見

・委員会での意見を踏まえ管理方針書を修正。


